
船舶事故等調査報告書 

平成２２年７月２９日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１月２１日 ０１時０８分ごろ 

発生場所 東京都三宅島西方約１６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°０１.９′ 東経１３９°０９.４′） 

事故等調査の経過  平成２２年１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ ＬＰＧ船 HELLAS
ヘ ラ ス

 SERENITY
セ レ ニ テ ィ

（マルタ共和国）、４７,０５９トン 

９３５４６２４（IMO 番号）、RIDGEWOOD SHIPPING AND TRADING 

CORPORATION 

Ｂ 漁船 第六海
かい

周
しゅう

丸、１６トン 

ＳＯ２－５０５４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、ギリシャ国籍、締約国資格受有者承認証 船長（マルタ共和国

発給） 

  二等航海士、フィリピン共和国国籍、締約国資格受有者承認証 航海

士（マルタ共和国発給） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部ブルワークに曲損及び左舷甲板にき
．
裂等 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び二等航海士Ａほか２０人が乗り組み、二等航海士Ａ

及び甲板員の２人が船橋当直に当たり、針路約０４１°速力約１５ノット

（kn）で三宅島西方沖を北東進中、二等航海士Ａが、平成２２年１月２１

日００時３３分ごろ、レーダー及び目視で右舷船首約０４５°約７Ｍ先に

Ｂ船を認めた。 

二等航海士Ａは、００時５４分ごろ、Ｂ船がＡ船から約２Ｍの地点に達

したとき、レーダーのＡＲＰＡ機能を使用してＢ船との最接近距離を計測

したところ、同距離が０.５Ｍ以下であったため、衝突のおそれを感じ、Ｂ

船に汽笛及び発光信号を発した。 

その後、二等航海士Ａは、左舵２０°、さらに左舵一杯としたが、Ｂ船

が、さらに接近して船橋右舷ウイング下の死角に入ったのち、「キィー」

という音を聞いた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、操業を終え、目的地を下田港沖に設

定したＧＰＳプロッター連動式自動操舵を使用して、針路約３４４°速力

約１０knで下田港沖に向け北北西進中、船長Ｂが、東京都藺難
いなん

波
ば

島西方沖

を通過した後、次の通過場所である神津島と恩馳
おんばせ

島の間の水道に至る前に

目覚めるよう、目覚まし時計を平成２２年１月２１日の０１時３０分に設

定し、船橋で椅子に座ったまま睡眠を取った。 

両船は、三宅島西方沖において、Ａ船の右舷中央部とＢ船の左舷船尾部

 



 

が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 南西、風速 約７.６m/s、視程 約２０km 

海象：波高 約３ｍ 

その他の事項 Ａ船のＡＩＳデータによれば、Ａ船の船首方位が左に変化し始めたの

は、１月２１日００時５４分ごろであった。 

二等航海士Ａは、Ｂ船を避けるために右転すれば、Ｂ船の船尾方向約２

Ｍを北北西進中の漁船と衝突し、又は大野原島西方の浅所に乗り揚げるお

それがあると思った。 

Ａ船は、Ｂ船を避航するために左転を開始した時、Ｂ船までの距離が約

２Ｍ、Ｂ船の後方を北北西進中の漁船までの距離が約４Ｍ、大野原島西方

浅所までの距離が約１０Ｍであった。 

Ａ船の満載状態での右舵一杯における縦距は、約２,４０２ｍであった。

船長Ｂが衝突時にＧＰＳから得たＢ船の船位は、北緯３４°０１.９４

５′東経１３９°０９.３９５′であった。 

Ａ船が北緯３４°０１.９４５′東経１３９°０９.３９５′の位置を通

過した時刻は、Ａ船のＡＩＳデータから、平成２２年１月２１日０１時０

８分ごろであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 三宅島西方沖において、Ａ船は北東進中、Ｂ船

は北北西進中、Ａ船が、Ｂ船と衝突のおそれがあ

る態勢で接近したため、Ｂ船を避けようとして左

転したが、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

二等航海士Ａは、Ｂ船までの距離が約２Ｍにな

ったとき、Ｂ船との衝突のおそれを感じて、Ｂ船

に対し、汽笛を吹鳴し、発光信号を行ったが、針

路及び速力を保持して航行したものと考えられ

る。 

船長Ｂは、操船中に船橋で椅子に座って眠って

いたため、見張りを行っていなかったものと考え

られる。 

Ａ船は、右舵一杯で右転しても、Ｂ船及びＢ船

の後方を北北西進中の漁船と衝突したり、浅所に

乗り揚げたりすることはなかったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、三宅島西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が北北西進

中、Ａ船の二等航海士ＡがＢ船との衝突のおそれを感じ、汽笛の吹鳴等を

行ったが針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが操船中に眠って

いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




